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            午前１０時０１分 開議 

○議長（三木康弘君） ただいまの出席議員数は２０名で定足数に達しており、議会は成

立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付にとおりです。 

 これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（三木康弘君） 日程第１、市政に対する一般質問を前回に引き続き行います。 

 まず、１番森本節弘君の一般質問を許可いたします。 

 森本節弘君。 

 

○１番（森本節弘君） おはようございます。 

 議長の許可を得ましたので、１番森本節弘、一般質問を行いたいと思います。 

 今回の９月議会の一般質問の通告なんですが、内容、防災行政についてと、それから社

会資本の品質維持管理についてということで大きく２つ、その中に２つほどの小さい項目

で質問を行いたいと思います。 

 まず、防災行政についてなんですが、去る７月１６日の新潟県中越沖地震、この地震の

救援活動という目的で我が志政クラブ５人のうち３名なんですが、この議会中の９月１１

日の代表質問の木村代表、それからきのうの午前中の月岡議員、私、３名で救援活動を目

的に中越沖地震の方の救援に参りました。その中でちょっと二、三点、気づいたことの中

から今回質問を、まず防災行政で質問させていただきたいと思います。 

 その内容なんですが、今回の中越沖地震をまずちょっと振り返ってみますと、７月１６

日の午前１０時１３分ごろ、新潟県、長野県で震度６強の地震が発生しております。これ

を新潟県中越沖地震と命名されました。内容的に新潟県の柏崎市、長岡市、刈羽村、長野

県の飯綱町と思うんですが、この２市１町１村、この辺で今回の地震が起こっています。

その後でも、私たちが行ったのが７月１９日でして、この１９日の８時ごろまでに余震回

数が１０７回ぐらい起きております。その中でも最大震度６弱ということで、１０時１３

分の午前中に起こった後、５時間ほどして、また最大震度６弱という２回目の大きな地震

が起きております。その中で、いろいろ刈羽村の村長にお聞きした中で、ちょっとまとめ
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てみたんですが、私どもの町の方にも自治会を主体に緊急防災組織を設立しております。

その中に、それを一番下部の組織といたしまして、消防署、消防団の活動、また広域の消

防署というふうな部分で災害時の災害対策活動を行っていくということは、刈羽村の方も

同じような体制をとっとるようでございます。ただ、今回の地震で刈羽村の方は前回も地

震、かなり被害が起こったみたいなんですが、３年前の被害をやっと、きのうの月岡議員

の質問の中にもあったように、３年前に比べてやはり災害としての被災はちょっと半減さ

れたかなというふうなことを聞きました。被災地もかなり地域によって被災状況が変わる

わけです。その現場状況もそうなんですが、同じ地区の中で、同じ地域の中で１０メート

ル違うだけで家がつぶれてるとこと、全然まともに建っているとこがあるわけです。それ

で、もうなくなっているとこ、なくなっていないとこ、そういう部分が印象的でした。 

 それと、もう一つ気がついたことは、物資の輸送なんですが、ちょっと不思議に思った

んですが、全国から前回阪神・淡路大震災のときもそうだったようなんですが、全国から

救援物資なんかが届くようなんですが、やはり今ＩＴとかパソコン、それからインターネ

ットがかなり普及しとりますので、インターネットで流すことによって物資なんかは相当

量が集まるようでございます。私どもも必要最低限、車に積めるだけのものを積んで出発

したわけなんですが、その部分に関してはタオルとかうちわ、きのうも出たんですが、そ

ういうふうな物資を積めるだけ積んで持っていったんですが、そういう部分には大変喜ん

でいただきました。ただ、食糧とか、そういう水とかというものは、やはり長いこと置け

ないし、ストックする場所がないんですよ。その中で一番助かったのが、前回の新潟県の

――今回の中越沖地震じゃない、新潟地震のときに長岡市とか、有名な山古志村、あれは

前回のときにかなり被害受けたようなんですが、今回の地震のときには、長岡の方はさほ

ど被害がなかったようなんです。一番物資を応援して入ってもらえるのが、やっぱり近隣

市町村が一番の当てというか、一番頼りになると。物資なんかもすぐに入ってくるんです

よね。道とか、そういう道路網が寸断されん限り、隣町の方、長岡市から救援物資をいた

だいた分はかなり助かったと。インターネットで流した柏崎市なんかは、途中でちょっと

流すのをとめたと。なぜかというと、余りにも膨大になり過ぎるんで、やはりそういう管

理ができないらしいんです、場所もないので。今回、それで今一番、防災行政の１項目で

ちょっと気になった部分が、私どもの阿波市の周りには、徳島県側には南に吉野川市、西

に美馬市、それから東には上板町、それと隣町で香川県、行政区域は違うんですが、東か

がわ市の囲まれております。そのもう一つ向こうにも三好市等々あるんですが、やはり災

- 180 - 



害状況に応じて同じような被災を負う可能性は少ないだろうと。その中で救援活動のやり

方というのは、隣町とやっぱり連絡網をきちんとした中で連携をとっていくべきであろう

し、今現在とれておるかどうかという部分をまず１点聞きたいと思いますので、１点目は

隣の町と阿波市との災害に対しての連携体制はどういうふうにとられているかということ

で１点お伺いしたいので、よろしくお願いします。 

○議長（三木康弘君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） おはようございます。 

 森本議員の防災行政について、１点目の災害時の近隣市町村との連絡、連携対策はとら

れているかという御質問ですが、災害時の近隣市町村との協定については、徳島県市町村

消防総合応援協定を平成１０年４月１日に合併前の吉野町、土成町、市場町、阿波町を含

む４４の市町村と阿北消防組合を含む９消防組合等と締結をいたしております。この協定

は消防組織法第１条に規定する水害、火災または地震等の災害で、他の市町村等の応援を

必要とする場合の協定であります。また、今お話がありましたように、広域消防総合応援

協定を合併前の市場町、土成町と旧の阿北消防組合、また旧の大川地区、東かがわ市です

が、広域行政振興整備事務組合、旧の白鳥町と昭和６０年７月１日に締結をしておりま

す。こういった災害時の締結はしておりますが、近隣との連絡調整はどうなっとるかとい

うことでございますが、合併前に台風等におきましてはどうなってますかと、そういう連

絡については、近隣とはとっておるわけですが、今言われたような本当に災害時にどうし

て対応していくかということについては、近隣市町村とは十分な連絡、対策は現在とって

おりません。今言われましたようなこと、いろいろ見てこられた経験、ご指導、ご意見を

そういったことについて反映するためにも、近隣市町村と協議の場を持てるような声をか

けていきたいと、そのように思っております。 

○議長（三木康弘君） 森本節弘君。 

○１番（森本節弘君） 今部長の方から説明を受けたように、各市町村、まだ防災対策に

対して自分の町の部分だけで表面的と言ったら言葉が悪いんですが、そういうふうな町の

形つくるというか、そういう部分に一生懸命で、やはり近隣との連携がとれないという

か、まだまだちょっと時間がかかるとは思うんですが。ちなみにちょっと調べてみまし

て、１１日の質問の中で、木村議員がされたときに、うちの今の阿波市の自主防災組織率

が４４％、ちょっと旧吉野町、市場町、ちょっと低いようで３０％台、あと阿波町、土成

町が５０％台ということで、平均が４４％ということを聞いております。ちなみにちょっ
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と他町の方を、近隣を調べさせていただいたんですが、これは１９年４月１日現在で県の

方の、県の方には南海地震対策課というとこがございまして、４月現在で数値的には公表

はしてないんですが、一応資料として残っているのが、４月１日現在で吉野川市が６２．

９％、これ自主防災組織率でございます。６２．９％らしいです。隣の美馬市の方が８

７％、上板の方が、これがちょっとかなり低いようだったんですが、新聞にも載っとった

んですが、４月１日現在では２．４９％だったみたいです。ちなみに三好市の方がそのこ

ろで３２％ということで報告を受けました。そのときの４月現在では、阿波市は３５％の

防災組織率でありました。東かがわ市の方をちょっと電話で部署の方に問い合わせた結果

ですが、これは１９年９月現在で、東かがわ市自体が９６％らしいです、自主防災組織の

組織率が。これは何かというと、やっぱり常会とか、そういう部分の中でそういうふうな

規定を盛り込んどる部分もあるみたいで、かなり以前から組織率は高かったようでござい

ます。現在なんですが、９月１３日、この９月現在なんですが、吉野川市、今６２．９％

の吉野川市が８０．８７％まで上がっております、吉野川市が。美馬市の方は８７％がも

う９１．１％、上板の方が１０倍ぐらいいきまして、かなりまだちょっと低いんですが、

２．４９％が６月１日現在で２１．６５％まで上がっとります。ちょっと三好市の方が

山、山間部も多いんですが、どういうふうなのか内容がまだ調べられてないんですけど、

３２％が３４．３５％ということで報告受けております。それで、東かがわ市の方がやっ

ぱり９７％ということです。何回も繰り返すんですが、阿波市の方が４４％ということ

で、ちょっと徐々に上がっとんですが、ちょっと前に、先日、部長ともお話しさせてもろ

うたんですが、きのうも月岡議員の方からあったんですが、自主防災組織率、上がらない

のはやっぱり自治会というとこにも限界があるのかなというふうな部分で、防災組織率を

高めるには、もう少し自治会だけでなしに、ちょっと区画を考えてみたり、組織を考え直

す必要もあるんでなかろうかと。吉野川市の場合は、山川町でちょっと聞いたんですが、

やはり自治会の枠を超えて、区画された中のその地域でやってるようなとこもあるよう

で、かなりそういうとこがやっぱり吉野川市なんかはパーセントが上がったように聞いて

おります。 

 なぜこういうふうに、組織率だけを言うんではないんですが、近隣との連携をとりなが

ら、すぐというのは、遠いところから来るというより、隣町同士で協力し合うのがやはり

一番と思いますんで、できるだけちょっと近くの町の状態、またその組織率だけでなし

に、防災行政の持っていき方というか、そういう部分をまた勉強したりしてもいいんでは
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なかろうかと思います。 

 そして、一つだけちょっとまた部長にお伺いしたいんですが、これからも防災組織率を

上げていこうとおっしゃっとんですが、今私が思うように、自治会だけの部分では限界が

あるんでなかろうかと、そういう部分ではちょっとどうでしょう、お考え、ほかに上げて

いくという部分では、ただ単に上げていくという、そういうふうな何か方法というか、考

えはございませんでしょうか、再問としてお願いしたいんですが。 

○議長（三木康弘君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） この市内には自治会がたくさんあるわけですが、自治会とい

うのは昔からの地域で割といろんな行事とか、いろいろそういうなにが組織になっとりま

すので、これからあれは検討課題になるんですが、例えば大きな大字で一つこういう自治

会長が寄って声をかけていくとか、そういったいろんな取り組みがあると思いますが、ま

ず小さい組織から立ち上げていくのが、やっぱり一番組織としては身近で対応できるんで

ないかと、まず今議員お話がありましたんですが、小さい自治会から、そういうことで進

めていく必要が、いいんじゃないかと、僕はそう思いますので。 

○議長（三木康弘君） 森本節弘君。 

○１番（森本節弘君） そういう部分も含めまして、近隣市町村との連携、また防災率も

高めるということでよろしくお願い申し上げます。 

 防災の中で、この項はこれでちょっと終わるんですけど、もう一点防災行政の中で、今

回刈羽村を訪問したときに、緊急物資の輸送に関して、緊急車両というものが必要となり

ました。この緊急車両について初めて私どもも経験したことなんですが、先日の９月１日

の吉野川市での防災訓練のときも、一応シミュレーションをして議員の皆さんとか一般の

方もごらんになったと思うんですが、やはり一般車両では幾ら持っていっても入れないん

ですよね。そういう入れない地域があるのと、高速道路とか、そういうふうな部分で公の

立場で、お金が要るような高速、そういうとこを緊急車両の登録によって無料というか、

ただしそれは経路を決めなければいけないので、あれ緊急物資を９月１９日に持っていく

部分に関しては、２時間ほどで相当量集まったんですが、緊急車両を手配することに、や

っぱり１日半か、２日ぐらいかかったと思います。勉強させてもらって、防災課の若い担

当の方にも一生懸命、県庁、県の方に問い合わせ、警察、それから市役所と、最終的には

市長の決断で緊急車両ができたんですが、一般車両というか、個人の車が使えませんの

で、今回も私ども志政クラブとしては、個人的に救援に行ったという部分が強いんです
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が、車両としては市の方の車をお借りしました。燃料等々は私どもの方でさせてもらった

んですが、緊急車両という部分で、登録してもらいながら、それを使わないと入れんので

すよね。そういう部分を常にやっぱりいつ起こるかわからないので、人間を送るだけの車

でなしに、また２トン車とか、そういう輸送に使う部分、またそれを常に登録して、瞬時

に対応して移動できる、また運べるという部分を、今常備できているのか、また常備せず

に、その災害が起こったときにするのか、そこをちょっとお聞かせ願いたいんですが、部

長よろしくお願いします。 

○議長（三木康弘君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） ２点目の災害有事のときの緊急活動車両について、平時の準

備はできているかというご質問ですが、大規模な災害が発生した場合、災害対策基本法第

７６条の規定により、公安委員会の権限において、災害緊急輸送を行う車両以外の車両の

通行禁止または制限が行われることがあります。本市においては、災害有事に使用する公

用車両については、公安委員会への緊急通行車両事前届け出を行っており、緊急通行車両

事前届け出済み書の交付を受けております。そして、災害発生時には公用車両を使用する

ときは、緊急通行車両事前届け出済み書を最寄りの警察署または検問所に提出し、緊急通

行車両確認証明書及び緊急通行車両標章の交付を受けることにより使用できることになっ

ております。 

 また、災害対策基本法第７６条の規定により、公安委員会の権限において災害緊急輸送

を行う車両以外の車両の通行禁止または制限が行われる場合、事前届け出済み書の交付を

受けていない公用車両及び借り上げ等により緊急調達した輸送車両については、直ちに緊

急通行車両の確認の申請を行い、緊急通行車両確認証明書及び緊急通行車両標章の交付を

受けるものとしております。 

 現有車両としては１１１台ありますが、緊急通行車両事前届け出済みの車両については

３３台届け出をしております。これは１８年３月８日に許可をいただいております。 

 この証明書でございますが、例えば県外へ行く場合には、全国の交通規制がされている

区間、交通規制をされている区間を通行できるかどうかということでございますが、これ

は災害を受けとる場所から県に対して要請があって、また県の方から市に対して要請があ

った場合には、今申し上げました証明書で通行ができると、そういう形になっています。 

 それからまた、救援物資を県外に、被災地に運搬する車両、また災害派遣等の車両に対

してまして有料道路の通行料金を無料にして通行する場合には、そこの道路関係で、高速
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の場合でしたら旧の４公団、それから地方道路公社及び道路管理者に所定の様式に記載し

た災害派遣等従事車両証明書を携帯し、料金所で災害派遣等従事車両証明書を提出して無

料というような形になります。 

 この手続としましては、やはり有料道路の入り口に入った場合に発券がありますので、

まずそれを通常のように受け取っていただくと、それで出口の料金所で災害派遣等の今申

し上げました証明書を提出する。この証明書につきましては、県が発行してもよろしい

し、市長が市長の名前で証明書を出してもよいと、そういうことになっています。 

 この証明書については、事前に証明書を出すというような形になっていますが、なかな

か通行制限とかありますので、ちょうどにいきませんので、その都度訂正もできるような

お話も聞いておりますが、そこの場所で話を聞いて証明書を見せるとか、そういう形にな

ろうかと思います。 

 以上です。 

○議長（三木康弘君） 森本節弘君。 

○１番（森本節弘君） よくわかりました。１１１台、３３台が一応登録はされとんです

ね。 

 そしたら、登録者、人も要りますよね、車の方と人も。人の方も何かその車に対して２

名かな、出さないかんようで。もう一つ、有料道路を通ったときも、どこからどこまでと

いう規定があって、そのカードをもらったんですけど、長い道中でもし下におりたとき

に、そこで一遍精算したら、次に使えないとか、そういうことが起こったんですよ、初め

て行っての、経験だったんですが。だから、そういう部分でやっぱり緊急車両の部分とい

うのは、かなり大事であると思います。高速道路というのは、徳島の場合、また阿波市の

場合は、今北側に徳島道が通っているんですが、これ片側１車線で、この間行ったとき

も、対面の２車線で、かなり被災を受けているのですが、片側ずつは何とか通せるんです

けど、うちのような対面１車線ずつの一方通行でしたら、壊れたら恐らく通れない部分も

出てくるかなと。だから、通れながら下へおりたときに、そういうふうなカード使えない

んですよ。使えないということは、お金をまた払ったりして、かなりややこしい部分があ

るんで、もうちょっとこういうとこも研究して、今回は遠い新潟県というとこに行ったん

ですが、今から高速もついていく阿南で起こるかもわからんし、池田で起こるかもわから

ない、もっと近い部分で起こるかもわからないですけど、やはり災害が起こっても、必ず

一般の人はまず入れないと思っとかないけないと思うんで、そういう部分で特定の車両、
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また人というのがある程度備えて、決めてやっていったらなと。一番は、やっぱりさっき

も言った自助、公助なんですが、近隣の防災の組織率を上げてもらうんですが、近くとい

うことでやはり近くの人から、また近くの町から、それとそういうふうな移動の車という

のも一度考えていただいて整理しといた方がいいかなと、今回思いました。 

 これ最後になるんですけど、今回の新潟県の方から出してある被害額なんですけど、被

害額、ちなみにこれ参考なんですが、前回の中越大震災時の推計被害額が３兆円らしいで

す、新潟県で、３兆円、今回が１兆５，０００億円らしいです。莫大な数字なんで、やは

り予防、防災に力を入れて、この１兆５，０００億円、これ県がその金額をあれ全部出す

わけではないと思うんですが、被害額がかなり大きいんで。この２回の地震を比べてみて

も、最初の中越大地震の３兆円と、今度の１兆５，０００億円っていうのも大きいんです

が、やはり３年間の間にかなり防災の対応をやったらしいです。大方終わりかけにまた来

たんで、この程度の被害で済んだんですけど、それでも１兆５，０００億円要ったんで、

阿波市の方もこれから東南海地震が起こる可能性が出るということで、村長からもいろい

ろなことを教えていただきましたんで、そういう部分で私たちも一生懸命防災に対しては

頑張っていきたいと思いますので、市の方も対応をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、防災対策に対してはこれで終わりたいと思います。 

 続きまして、社会資本の品質維持管理についてということなんですが、この項の１番と

して、阿波市内の橋と構造物の維持管理、調査等はできているか。これは防災にも結びつ

くようなことなんですが、今市の方としましても、建築物とか学校関係、庁舎関係の耐震

とか、そういうふうな耐震化はかなりの部分でお金も要ると言いながら進めてやっていっ

てもらっておるんですが、盲点といたしまして、橋と普通の道路の社会資本の老朽化した

部分がかなりあるようです。ちょっとここで読ましていただきたいんですが、某新聞社の

調査なんですが、この間のアメリカミネソタ州ミネアポリスで起きた高速道路の橋梁崩落

事故に関して、社会資本の維持管理についてをテーマに緊急アンケートを行っておりま

す。その緊急アンケートの内容なんですが、倒壊、崩壊の危険を感じる構造物が身近にあ

ると回答、またこの先、橋などの構造物の維持管理に関して、全体の８割が不安を感じて

いるという結果が出ております。今回、アメリカで崩落した橋は建設されてから４０年目

だったらしいんです。国内にはさらに築年数が多い、建設後５０年以上、もう戦後すぐみ

たいなんですが、５０年以上の橋が８，９００橋ほどあるような状態になっています。８

割の人が危険を感じて、建物だけでなしに、道路の橋自体にもかなりの危険度が高いとい
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うことを認識しているみたいで、やっぱり地震のときもそういうとこが心配ということ

で、アンケートが出ております。 

 よく言われるのが、側溝なんかのグレーチングが飛んでいたり、外れたり、かなり最近

多くなっています。ここでちょっとお聞きしたいのは、そういう橋、主に橋なんですが、

今阿波市の方で、阿波市が管理する川にかかった橋がどのぐらいあるのか、また築何年ぐ

らいでどういうふうな今管理ができているか、またこれからどういうふうに管理していく

か、国の方でもやっぱりそういうふうな老朽化したのをちょっとでも長くもたそうという

ふうな考え方で事業も出しておるようなんですが、そういう橋の方の調査とかはできてお

るんでしょうか。建設部長にお聞きしたいんですが、よろしくお願いします。 

○議長（三木康弘君） 吉岡産業建設部長。 

○産業建設部長（吉岡聖司君） おはようございます。 

 森本議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 阿波市内の橋梁構造物の維持管理、調査等はできているのかについてでございますが、

阿波市内の市道の台帳整備につきましては、管理課において旧４町の施設の統合を今年度

事業として進めているところでございます。 

 市道のうち、主要道路施設であります橋梁につきましては、旧４町の橋梁台帳、それに

よりますと、阿波市全体の全橋梁数は６１４橋でございます。そのうち１５メーター以上

の橋梁は１０９橋でございます。この１５メーター以上の橋梁で架設年度がわかっている

橋梁が３０年以上の橋梁で４５橋、それから不明の分もあるわけでございますが、それを

含めますともう少し多い数字になると思われます。 

 今後も高齢化する橋梁の増大に対応するためには、寿命まで待ってかけかえをするより

か、予防的な修繕計画、それを作成いたしまして、計画的に予防修繕をする必要があると

考えております。 

 シミュレーションでは、かけかえをするよりも、長寿命化の修繕をする方がはるかに経

済的であるというふうな結果が出ております。国土交通省におきましても、長寿命化修繕

計画策定事業を創設をいたしております。現在のところ、調査はできておりませんが、本

市におきましては、必要に迫られた修繕に加えまして、今後老朽化する橋梁に対しまし

て、予防的な修繕計画を来年度以降、策定をしていきたいと、そのように考えておりま

す。 

 具体的には、すべての橋梁の計画には予算的にも無理があるわけでございます。橋長が
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１５メーター以上の橋梁、それと主要道路にかかる橋梁、これを点検をいたしまして、計

画書を策定していきたいと、そのように考えております。 

 なお、国費の補助対象となりますのは、２０メーター以上の橋梁についての計画書策定

でございます。２０メーター未満の計画書策定、それから点検につきましては、すべて市

単事業となるわけでございます。 

 それとなお、これまでに実施をいたしております修繕、補強、落橋防止、かけかえ工事

等の実施状況をご報告させていただきたいと思いますが、平成１６年には土成町の千代橋

の修繕工事、工事費で約２，０００万円でございます。平成１７年度では市場町の八幡東

橋、これはかけかえ工事で５００万円、平成１８年度では阿波町伊沢谷橋、落橋防止工事

で４，５００万円、それから平成１９年度、今年度計画をいたしておりますのが、阿波町

の大久保谷橋の落橋防止工事、それと土成町の湾道橋の修繕を計画をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（三木康弘君） 森本節弘君。 

○１番（森本節弘君） かなり阿波市の方も６１４橋、かなりの数字があるんですが、や

っぱり全体を把握というか、まだ今の部長の答弁でもありましたように、できてないよう

なんで、やはり調査ということをちょっと始めていただいて、お金も要るんですが、そこ

の阿波市に来る北側の大久保橋、あれを見ましても、私は東から来て、今の橋の欄干なん

かも歩道の方が緑で、北側が茶色、はげた中で、ちょうど事故やっとんか、あそこ歩道の

方の何ていうの、あれ市の管理ですよね、歩道の方の手すりも傷んだままになっておるよ

うな状態で、私は来出して１年半になるんですが、やはり橋の方ももうちょっと点検した

方がいいんじゃないかと、お金が大分要ると思うんですが。そこで、お金のことになるん

ですが、ここの１点、今回国交省の方なんですが、公共事業費で１６％増で６兆５，００

０億円ほどの来年度の予算概算要求をやっとります。その中に、今も部長おっしゃるよう

な国際協力効果と地域活性化などによる重点投資ということでうたっておるようでござい

ます。その中で、何項目かの中で地域自立活性化交付金とか、いろいろな部分の道路とか

港湾とかの長寿命化、延命化計画策定、道路橋や河川管理施設の予防保全の計画的な実施

など、戦略的な維持管理に取り組むというふうにうたっております。そういうことで、や

はり町自体が、この文面を見てみますと、町自体の計画によって国の方とかに陳情ないし

要望を起こせば、ある程度の補修工事をやれというようなことを書いとるように思うんで

すが、そういうふうな補助事業とかの計画とかは、今現在どうでしょうか。国、県に持ち
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上がれるようなもんはございませんで、阿波市単独でやる市単事業となると、何十年もか

かると思いますので、今回安倍総理がああいうふうに、おとといですか、辞任いたしまし

て、また今政局も混沌としとんですが、ちょっと後退するのでなかろうかというような、

きょうの新聞にも載っとりましたけど、今回国交省もそうなんですが、農林省の方も地域

活性化を目的に、やはり国の方の税収が上がっておりますので、地方の方にやっぱり出そ

うというふうな要望が見えるようでございます。そんな中で、橋とかという部分の延命化

するための事業費も出すよというようなことを書いておるんですが、こういう点でちょっ

と今計画しているようなものはございませんでしょうか、またこれから計画していくよう

な考えはございませんでしょうか、建設部長、お願いします。 

○議長（三木康弘君） 吉岡産業建設部長。 

○産業建設部長（吉岡聖司君） 再問にお答えをいたしたいと思います。 

 先ほども申し上げましたとおり、特に必要に迫られた修繕、それに加えて老朽化が進ん

でおるわけでございます。せっかくのこういう補助事業もございます。そういうものも活

用しながらこれから推進をしていきたい、計画書を作成していきたいと、そのように考え

ております。 

○議長（三木康弘君） 森本節弘君。 

○１番（森本節弘君） よろしくお願いします。 

 徳島県阿波市議会の方からなんですが、この間の道路整備の促進と道路財源確保に関す

る意見書、これは建設委員長の方からも、市議会全体から国の方に提出するようになって

おります。提出しましたですかね。ちょっと内容だけ、この場をおかりしまして。 

 「道路は、市民の暮らしを支える重要な社会基盤であり、交通機関の限定された地方に

おいてはまさに生命線となっている。阿波市でも通勤、通学などの住民生活や経済活動の

大部分を道路に依存しております」と書いております。「阿波市の場合は、道路がやはり

一番の動脈なもんですから、南海・東南海地震に備えた緊急輸送道路の整備並びに橋梁等

の既存施設の耐震化を初めとする維持管理等が喫緊の課題であり、市民の多くはこれらの

道路整備を期待しておる」ということで、国の方に陳情書が出ております。この中の１、

２、３、４とあるんですが、３番、４番、特に読ましていただきまして、「東南海・南海

地震にかかわる地震、防災対策の推進に関する特別措置法で指定される地域における地震

対策の重要性、緊急性に十分配慮し、緊急輸送道路の整備を図るとともに、橋梁等の道路

施設の耐震化を推進していくこと」。４番といたしまして、「今後、橋梁等の既存の道路
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施設の老朽化が早急に進行していくことを踏まえ、適切な維持管理を行うための財源の確

保」をお願いしておりますので、市長を初め陳情の方をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、この社会資本の維持管理の橋の部分はこれで置きたいと思います。 

 ２番目の市内公共工事の品質管理対策は構築されているかという部分を最後にちょっと

お伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 私の質問でも、去年の６月議会でちょうど１年になるんですが、その当時の秋山部長に

答弁をもらっているんですが、今現在、去年の１８年度の分の工事内容をお伺いしなが

ら、今公共工事の品質管理はどのように行われているかをお伺いしたいと思います。 

 去年の秋山建設部長のときの答弁の中で、品質管理に対しては、市の検査員、現場監

督、主任監督官がそれぞれの評点をもって施工された部分を検査し、それに点数をつけて

評価していくと、そういうふうな評価の中で、なぜかというと、今受注しておる業者も最

低金額というのを設けておりますので、概算だけど、半分以上の方が最低落札価格ないし

はそれに近い価格でとられております。これが必ずしも低い価格でとったから悪いとは思

いませんが、私どものとこにはそういう部分の工事実績の点数とかがよくわからないとこ

がございます。今現在、建設課の方で受注された業者、名前の特定は無理と思うんです

が、去年の１８年度において恐らく５００万円以上と思うんですが、どういうふうな形で

検査されていって、どういうふうな今業者の施工点数がとらておるか、またどういうふう

な今業者の施工能力、今阿波市の建設業者の施工能力と言うたらいいんですか、そういう

とこがどういうふうに評価されているか、またそれをもとにこれからも仕事を出されると

思うんですが、十分な品質管理ができているかということを、ちょっと建設部長、お聞か

せください。 

○議長（三木康弘君） 吉岡産業建設部長。 

○産業建設部長（吉岡聖司君） 市内公共工事の品質管理対策は構築をされているかにつ

いてご答弁申し上げます。 

 公共工事の調達につきましては、競争性の拡大、入札に関する情報の公表の見直しによ

る透明性の拡大、入札談合に対する措置の強化、また品質確保の促進といった方向で入札

契約制度の見直しが現在のところ進められております。 

 平成１３年に公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律が施行されました。また、

平成１７年には公共工事の品質確保に関する法律が施行されまして、価格だけでなく、品

質も含めた総合的な評価を行う総合評価方式の拡充が求められることになりました。その
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後、平成１８年２月に公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議におきまして、一般競

争入札の拡大、それから総合評価方式の拡大といった方向性の入札契約制度のさらなる改

革を政府全体として推進するとの方針が定められました。阿波市におきましても、品質確

保についての取り組みについてでございますが、最も重要なのは、工事監督、検査等の強

化ということになると思います。工事監督については、職員の技術力の向上が重要課題と

認識をいたしております。現在、コンサルタントから週３日程度出勤という形で指導等を

受けているところでございます。検査につきましては、阿波市工事検査基準によりまし

て、現在発注部局の職員が検査員として竣工検査等を実施をいたしております。 

 次に、工事成績の評価についてでございますが、阿波市では工事成績評定要領を作成い

たしております。この要領は、請負業者の適正な選定及び指導、育成を目的といたしてお

ります。工事評定は請負額が５００万円以上の工事につきまして検査員及び現場監督員、

主任監督員が工事成績の評価を実施いたしております。この評定によりまして、成績が悪

い場合や竣工検査で補修工事の命令等を受けた者につきましては、指名制限等の規定を設

けておりまして、品質確保に向けた取り組みも実施をいたしております。 

 また、昨年９月からは指名停止措置要綱、それから建設工事審査委員会における工事成

績の採択基準につきまして、対応できない軽微な処分等の措置につきまして、不良工事に

対する措置の取り扱いについてを定めました。これは工事監督員独自の判断で建設工事審

査委員会に措置を請求できるという制度でございます。 

 最後になりましたが、入札時の対応でありますが、今年度は入札時に必要に応じて見積

書の提出を受けております。 

 また、先日阿波市で初めてとなります総合評価方式によります入札も実施をいたしてお

ります。これは徳島県内でも市町村では２例目という事例でございまして、この総合評価

方式の導入には工事成績評定の採用が不可欠ということで、検査体制の一層の充実が今後

求められるということでございます。 

 以上、何点か述べましたけれども、公共工事の品質確保に向けた取り組みとして今後と

も協議、研究をしてまいりたいと、そのように考えております。 

 それと、先ほどご質問がございました５００万円以上、昨年建設部で検査をいたしまし

た件数は、全部で５５件ございました。その中で、すべて６５点以上であったわけでござ

いますが、逆に６５点という点数も２３件ほどございました。 

 以上、報告とさせていただきます。 
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○議長（三木康弘君） 森本節弘君。 

○１番（森本節弘君） 手元に資料をいただいていたのですが、工事の方が基本的に予算

がついた中で、設計屋に設計の委託をして、その設計が上がってきてまた金額を入れて、

その金額に応札して落札した中で業者が決まると。一連の流れの中で、やはりこの内容を

検査官というか、専門的にそういうふうなコンサルが持ってくる設計内容、また工事の単

価、それから直接工事をしたときの検査っていうか、評価をできる人が課内にもいるので

ないか。というのが、いろいろ下請とか業者から聞くのが、やっぱり仕事の中でこれ入っ

てないのに仕事をさせられたとか、部分的に。設計にないのにこういうふうな見積もりし

たとかというような、ちょっとよくわからんのですけど、きちんと内容を把握して仕事が

出されよるか、それできちんと把握して仕上げて大丈夫かという部分で、やはりちょっと

今回の点数の、部長がおっしゃられた点数を自分なりに思っても、５０の中の半分ほどが

やはり６５点いっぱいというか、最低限の合格点を出さざるを得んかったのか、それとも

もっと下があったんだけど、そこで抑えたのか、もっと高かったのかという、きちんとし

た評価を与えて、また評価を与える業者を再度また指名に来ていただけるようなやり方で

業者の品質を――品質というか、あれを上げていってほしいと。そういうことで、前にも

副市長に、検査室を設けてはどうかというふうなことをお願いしたことがあると思うんで

すが、副市長の方に、検査室の設け方、そういうふうな専門職の方の検査室の設け方なん

かをちょっと検討してはどうかと思うんですが、副市長、どうでしょうか。よろしいです

か。 

○議長（三木康弘君） 野崎副市長。 

○副市長（野崎國勝君） 森本議員が検査室を設けたらどうかというような話でございま

すけれども、たしか昨年の９月に勉強しながら検討してみたいというような回答申し上げ

たつもりです。いろいろその後、部課と検討いたしておりますが、確かに議員言われるよ

うに、市発注の工事につきましては、発注、あるいは検査、それから竣工検査を含めます

けれども、それぞれ担当課の課長、あるいは検査員が検査をやってます。その中で一番の

問題があるのは、発注者が竣工検査、あるいは中間検査までやるのはいかがなものかな

と、竣工検査までやるのかどうかという、非常に点数がつけにくいんじゃないかというこ

となんだろうと思います。いろいろ県内のそれぞれの我々同格の市を調べてみましたら、

今現在やってないのが阿波市、三好市、美馬、これは検査室はございません。あと吉野川

市が管理課の中に経験のある者、嘱託ですね、ＯＢを雇って検査をやってるというような
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部分もありますし、あるいは小松島が検査課、あるいは阿南市も検査課があるようでござ

います。じゃあ、現在実際そういう阿波市の場合で問題が起こり、あるいはどんなのかっ

ていうような問題があるわけなんですが、担当の方に聞いてみますと、非常に担当者の方

については仕事に負荷が相当かかってるようです。ただ、工事のできぐあいと点数ぐあい

とか、その部分については余り問題はないというのは聞いております。 

 そこで、検査室をこしらえていいのかどうかという話になるんですが、今現在、非常に

優秀な技術者ですか、コンサルタントの方から１人、部長が答えましたが、週３回来ても

らっています。今のうちの土木関係、あるいは農政関係の技術者のとにかく指導を願って

いると。特にこの方は、一般土木以外に橋梁に非常に詳しいが、うちの方の職員について

は橋梁については橋梁に詳しいのがいないので、とにかく今指導をやりながら、技術のレ

ベルアップをやってるという段階です。いま少しそのあたりの状況を見きわめながら、検

査室になるときちっとした正規の職員ですか、あるいは嘱託も要るし、お金も要るんです

が、やらないけないので、いましばらく今の体制で見きわめてみたいなと、かように思っ

てます。よろしくお願いします。 

○議長（三木康弘君） 森本節弘君。 

○１番（森本節弘君） 少ないお金でできるだけ地元の人にいい仕事を――いい仕事とい

うか、いい社会整備をしていただきたいために今回は質問させてもらいました。それと一

番最初に出たように、今回の刈羽村の救援活動も非常に参考になりましたんで、今回の質

問にも取り入れさせていただきました。あと市の方の対応をよろしくお願い申し上げま

す。 

 これで私、１番森本節弘の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○議長（三木康弘君） 以上で１番森本節弘君の一般質問が終了いたしました。 

 続いて、議案質疑に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第６０号 平成１８年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について 

       議案第６１号 平成１８年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認 

              定について 

       議案第６２号 平成１８年度阿波市老人保健特別会計歳入歳出決算認定に 

              ついて 
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       議案第６３号 平成１８年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に 

              ついて 

       議案第６４号 平成１８年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入歳出 

              決算認定について 

       議案第６５号 平成１８年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入 

              歳出決算認定について 

       議案第６６号 平成１８年度阿波市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決 

              算認定について 

       議案第６７号 平成１８年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会計 

              歳入歳出決算認定について 

       議案第６８号 平成１８年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定 

              について 

       議案第６９号 平成１８年度阿波市水道事業会計決算認定について 

       議案第７０号 平成１９年度阿波市一般会計補正予算（第２号）について 

       議案第７１号 平成１９年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

              について 

       議案第７２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

       議案第７４号 阿波市道路線の認定について 

○議長（三木康弘君） 日程第２、議案第６０号から議案第７２号まで及び議案第７４号

を一括議題といたします。 

 これより質疑を行いますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いた

します。 

 ただいま議題となっております議案第６０号から議案第７２号まで及び議案第７４号に

ついては、会議規則第３７条第１項の規定により、お手元に配付いたしました議案付託表

のとおりそれぞれ所管の常任委員会、決算審査特別委員会に付託をいたします。各常任委

員会・決算審査特別委員会委員長におかれましては、第３回阿波市議会定例会日割り表に

基づいて委員会を開催され、付託案件について審査されますようお願いいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第７３号 動産の取得について（消防ポンプ自動車の購入） 

○議長（三木康弘君） 次に、日程第３、議案第７３号動産の取得について（消防ポンプ
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自動車の購入）を議題といたします。 

 これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いた

します。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議題となっております議案第７３号については、会議規則第３７条第２項の規

定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三木康弘君） 異議なしと認めます。よって、議案第７３号については委員会の

付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三木康弘君） 討論なしと認め、討論を終結し、直ちに採決をいたします。 

 議案第７３号動産の取得について（消防ポンプ自動車の購入）を原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三木康弘君） 異議なしと認めます。よって、議案第７３号は原案のとおり可決

されました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告いたします。 

 １８日午前１０時より総務常任委員会、１９日午前１０時より文教厚生常任委員会、２

０日午前１０時より産業建設常任委員会、２１日午前９時３０分より決算審査特別委員会

であります。 

 なお、次回本会議は２８日午前１０時再開いたします。 

 本日はこれを持って散会いたします。 

            午前１１時０１分 散会 
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